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序章：東近江市の風景づくりにあたって 

１）景観・風景とは 

景観という言葉は、「景」を「観る」と書きます。私たちが日頃から目にしている自然、建

築物や生活の様子等、視覚によって得られる情報、人間を取り巻く環境像すべてが景観と言う

ことができます。 

景観と似た言葉に「風景」があります。景観が視覚によって得られる対象を客観的、科学的

に捉えた情報であるのに対し、「原風景」「心象風景」などのように、風景は、見る人の感情

や経験等を介して主観的に捉えたイメージということが言えます。 

また、「景観十年、風景百年、風土千年」と言われるように、風景は、そこに暮らす人々が

長い時間をかけて身の回りの環境との関係性を構築することによって形成されたものとも言え

ます。 

本計画では、単に視覚的に美しい景観を目指すのではなく、日々の暮らしの積み重ねがより

よい風景を形成するとの認識から、「風景づくり」としてまとめることとします。 

 

（１）景観の構成要素 

景観を構成する要素には、いろいろなものがあります。本市では自然、地形やまちの成り立

ち、人々の営み等に依拠して自然景観、歴史・文化景観、農山村景観、都市景観、生活・文化

景観等が見られ、それぞれが多様な景観要素から構成されています。 

 

（２）景観の捉え方 

景観は、見る位置や方向、距離などの違いによって様々な見え方がします。景観は、見られ

るモノ（視対象）と見ている人のいる場所（視点場）との関係で成り立っており、視対象とな

る方向や距離によって見え方も違ってきます。例えば、自分の住む家の眺めであったり、見通

しの良い並木道のように少し離れて見るまち並みであったり、遠くを眺めることができる広い

河川敷であったりします。 

このように視点場からの距離が身近な所（近距離）から遠い所（遠距離）までを概念的に分

けると、近景、中景、遠景という捉え方ができます。これらは、個別に存在するものではなく、

連続しているもので、景観形成を進めるためには、その連続性や調和を保つようにすることが

大切と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近景：一本一本の樹木の葉や幹、建物などが意味を持つ距離で、樹木の姿や形が視覚の対象

となる。もっとも身近な景観。 

○中景：まち並みや並木など、つながりや広がりで捉えられる景観。景観を構成する個々の要

素の関係が視覚の対象となる。近景と遠景の中間。 

○遠景：まち全体のまとまり、地形や山並・稜線などのアウトラインや空を背景としたスカイ

ラインなどが視覚の対象となる。遠くを眺める景観。眺望景観。 
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・各景観の遠景・中景・近景の事例表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）風景の公共性・領域 

風景は、地域の自然条件の中で多くの人が集まって住み、生産活動等をする場所として長い

歴史をかけてつくられてきました。このような風景は、公共性を強く有しているものと考えら

れます。しかし、近代の経済優先社会においては、経済性や個人の価値観が優先され、風景に

おいても私有性が強く捉えられてきました。風景づくりにあたっては、公共性の強い市民の共

有財産として守り、育てるようみんなで努めなければなりません。 

特にわたしたちの身近な生活空間は、その所有形態によって公的空間と私的空間の領域に分

類されますが、この公私両空間の境界領域は、半公共的（セミパブリック）な性格を持ってい

ます。このような道路などに沿った塀、生垣、前庭、建築物の外壁や屋根、また私有農地など、

境界領域にあるもの（セミパブリックスペース）を、自分だけの領域として捉えるのではなく、

みんなの領域として捉えていく必要があります。 

 

 

公的空間 私的空間 

境界領域 

私的空間 公的空間 

農地 

宅地 

・境界領域図 

遠 景 

中 景 

近 景 

自然景観 農山村景観 都市景観 歴史･文化景観

視点場

生活･文化景観 

＊視点場： 
視対象を見る人がいる場所。景観の印象は視点場の心地よさにも大きく左右される。車や電車など移動体か

ら見るように、常に動いている場合もある。 
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２）計画策定の背景と目的 

（１）背景：今なぜ景観か？ 

これまでの日本では、高度経済成長を背景に便利で物資にあふれた高い生活水準を実現してき

ましたが、その一方で、開発の名の下に多くの自然環境や農村景観を破壊してきました。また、

法律に違反しない限り、さまざまな形態、色彩の建物が地域の歴史文化との調和を無視して建て

られてきました。その結果、市街地に緑が少なく、電線と広告看板が氾濫した雑然とした街を造

ってきた現実があります。 

しかし、近年、社会が成熟化するとともに人々の価値観も変化し、経済重視から人間重視の時

代へと変わりつつあります。環境問題に対する関心が高まり、生活の質を向上することがより重

視されるようになりました。今日では、自然環境や地域の歴史・文化を活かしたまちづくりが求

められており、景観形成の重要性が唱えられています。 

そういった流れを受け、平成16年、我が国で初めて景観に関する総合的な法律「景観法」が

制定･施行されました。景観法では、「良好な景観は国民共通の資産として整備･保全すべき」と

明示されるとともに、「地域の個性･特色を伸ばすよう多様な形成を図るべき」として、自治体

が独自に景観行政に取り組める環境が整えられました。 

 

（２）計画策定の目的 

1市 6町が合併した東近江市は、鈴鹿山系から琵琶湖まで388k㎡の広い市域に、自然景観、

農山村景観、都市景観等の多様な景観、地域の歴史、伝統、文化に根ざした個性豊かな風景を有

することとなりました。これまでそれぞれの地域で大切にしてきた景観資源を、今後も市民共有

の財産としてみんなで守り育てることにより、新たな郷土意識が育まれ、市民が愛着と誇りを持

って暮らし続けられるまちとなります。 

また、良好で魅力的な風景・景観を創出することは、住環境の総合的な質を高めるとともに、

まちのにぎわいの創出や観光振興などによる地域の活性化などにも結びつきます。 

景観を活かしたまちづくりを進めることは、地域の価値を高め、地域力の向上につながること

から、本市の景観形成を計画的・総合的に推進することが重要となっています。 

東近江市風景づくり基本計画は、本市における風景づくりの基本的な考え方を明らかにし、あ

るべき将来像を示すとともに、その実現に向けて長期的、総合的、体系的な施策の展開方法を示

すものです。そして、市民・行政・事業者が風景づくりに取り組む際のマスタープランとしての

役割を担うため策定するものです。 
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３）基本計画の位置づけと構成 

（１）位置づけ 

本計画は、本市の景観行政を総合的・計画的に推進するマスタープランであることから、「東

近江市総合計画」や「東近江市都市計画マスタープラン」に適合するとともに、本市の「文化政

策ビジョン」や「環境基本計画」などの関連諸計画と整合を図り、滋賀県の「湖国風景づくり宣

言」や「景観計画」とも連携しながら策定します。 

また、本計画を具現化し、実効力を発揮するために、景観法第８条に基づく「東近江市景観計

画」及び「（仮称）東近江市風景づくり条例」とも一体的な策定・運用を図ることとしています。 

 

・「東近江市風景づくり基本計画」の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）構成  

本計画は、第 1 章で本市の景観特性や課題を整理し、第 2 章で風景づくりの基本的な考え方

や目標・方針等を示し、第3章で具体的な推進方策を計画しています。 

景観行政団体が定めることができる景観法第 8 条に基づく「景観計画」については別途策定

することとします。 

これらの計画は、今後の市民意識、地域の動向や社会情勢・法改正などの変化に対応して、適

宜、内容を充実していくものとします。 

文化政策ビジョン 

環境基本計画 

住宅マスタープラン 

緑の基本計画 

その他関連計画 

湖国風景づくり宣言 

滋賀県景観計画 

ふるさと滋賀の風景 

を守り育てる条例

東近江市総合計画 

～みんなで育むまちづくりの森～ うるおいと にぎわいのまち 東近江市

東近江市都市計画 

マスタープラン 

（仮称）東近江市風景づくり条例

自主部分  ＋  委任部分 

(審議会、支援策等) (行為の制限等)

東近江市風景づくり基本計画 

○景観形成の目標・基本方針の設定 

○景観形成施策の全体像の設定 

東近江市景観計画 

(景観法第８条に基づく計画))

適合 

適合

適合

一体的な運用

整合 連携
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第３章  風景づくりの推進方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 63 -

第３章 風景づくりの推進方策 

３－１．施策の体系 

第2章「風景づくり基本計画」に基づき東近江市らしい良好な景観形成を実現するためには、

市民・事業者・行政が風景づくりの理念や目標を共有して、それぞれの役割を着実に果たすこ

とが必要です。 

 このため、次の4つを施策の柱として風景づくりを具体的に推進します。 

１）規制・誘導策の充実 

市民が合意して景観形成に関するルールを守っていくことが大切です。 

都市計画法や自然公園法等の各種法律を適切に運用して、景観形成に影響を与える開発や建

築行為の規制・誘導を図ります。また、景観法を活用した景観計画や景観条例を制定・施行す

ることにより、本市の風景特性にあった独自の規制・誘導策を講じて東近江らしい風景の保全

と創出を図ります。 

 

２）普及・啓発・支援事業の推進 

市民、事業者、行政が協働して風景づくりに取り組むためには、市民の自発的な参加が不可

欠です。そのため、自分たちのまちの魅力やアイデンティティーに気づき、愛着と誇りを持っ

て景観形成に取り組むため、各種の普及・啓発活動を実施します。また、市民の風景づくりに

関する活動を促進するため、資金的、人的な各種支援施策や仕組みづくりに重点的に取り組み

ます。 

 

３）景観形成事業の推進 

公共施設の整備や公共事業においては、景観形成のモデルとなるような先導的な整備に努め、

市民や民間事業者等の景観形成への意識向上や活動への誘引を図ります。また、本市の特長的

な風景をより一層引き立たせるための施策や各地域、地区住民との協働の仕組みづくりを展開

するなど、本市の風景づくりにふさわしい景観形成事業の推進を図ります。 

 

４）推進体制づくり 

地域住民、ＮＰＯ、専門家、事業者など多様な市民が参加して風景づくりを進めるため、市

民組織の育成や連携の場の設置を図るとともに、行政との協議、調整の場の設置を図ります。 

また、行政においても景観形成に関係する各部局が連携を強化するために、各課を横断する

庁内体制を整備し、総合的な景観施策の取組みを図ります。 
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・東近江市風景づくりの施策の体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 内 容 施策の具体例 

景観法の 

活用 
・景観法 

・景観計画区域の指定 
・建築物・工作物・開発に対する行為の制限 
・景観形成重点地域・景観形成重点地区の指定 
・市民による景観計画の提案 
・景観重要建造物の指定 
・景観重要樹木の指定 
・景観重要公共施設の指定 
・景観地区の指定 
・景観農業振興地域整備計画の策定 

・都市計画法 

・用途地域の見直し・指定 
・風致地区の見直し・指定 
・開発許可制度の適切な運用 
・地区計画の活用 

・建築基準法 ・建築協定の活用 

・都市緑地法 ・緑地保全地域の指定 

・文化財保護法 
・重要伝統的建造物群保存地区の見直し・指定 
・重要文化的景観の選定 
・指定・登録文化財の活用 

・自然公園法 
・国定公園内の建築物の規制・誘導 
・県立自然公園内の建築物の規制・誘導 

・農振法、農地法 ・農振計画・農地転用許可制度の適切な運用 

各種法律の 

適正な運用 

・森林法 ・林地開発許可等の適切な運用 

１
）
規
制
・
誘
導
策 

景観条例等の 

活用 

・県条例 

・市条例 

・ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例との連携 
・近隣景観形成協定の継続･活用 
・屋外広告物条例の制定・活用 
・市景観条例の制定・活用 
・保護樹林・樹木の指定 

市民主体の風

景づくりの促

進 

・広報、啓発 

・顕彰制度 

・ボランティア活動 

・教育活動 

・ホームページの活用 
・各種普及啓発リーフレットの作成、配布 
・景観シンポジウムの開催 
・花と緑の推進賞の継続 
・（仮称）東近江まち並み景観賞等の創設 
・里山里湖保全活動 
・清掃活動の充実 
・風景づくり協定の締結の促進 
・(仮称)「ふるさと守り隊」等による緑化推進等のアドプト活動の充実
・ワークショップ等による景観資源の発掘・活用 
(仮称)「我がまち魅力発見」プロジェクト 

・伝統的家屋形態の継承・普及プロジェクト 
・小中学校における地域文化の普及・継承、地域体験型教室の充実

２
）
普
及
・
啓
発
・
支
援
事
業 支援の仕組 

みづくり 

・活動支援 

・技術的支援 

・風景づくり市民団体の認定・支援 
・景観アドバイザーの派遣支援 
・(仮称)「風景づくりモデル事業」制度の創設 
・ヘリテージマネージャーの派遣 
・歴史・文化的建造物の保存活動団体への支援 
・（仮称）「世代をつなぐ農村･農地まるごと保全･活用検討委員会」の創設支援
・グリーンツーリズム等の活用支援 
・「にぎわい里山づくり団体支援交付金」の充実 
・「緑の街づくり補助金制度」の充実 

公共事業の 

景観配慮 

・個別施設整備 

・面整備事業 

・公共サイン 等 

・河川、道路、鉄道、公園、緑地の整備事業に伴う景観整備 
・区画整理事業等の市街地開発事業に伴う景観整備 
・公共サイン整備の景観配慮 
・公共施設のデザイン誘導 
・電柱、電線の地中化の促進 

３
）
景
観
形
成
事
業 

効果的な景観形成事業の導入 

・眺望景観を見る重要視点場の指定と整備 
・夜間景観の創出 
・歴史・文化資源の発見・調査・評価 
・（仮称）東近江花とみどりいっぱいアドプト事業の導入 
・景観作物の作付けの継続・充実 

市民主体の組
織づくり 

・ＮＰＯ等への支援 
・専門家組織の設立 

・各ＮＰＯ法人等の景観整備機構への指定 
・建築家や施工業者の連携組織の設立 

連携の場づく

り 

・景観協議会 

・景観審議会 等 

・景観審議会の設置 
・市民、行政、事業者、施設管理者、景観整備機構等の協議調整の場
（景観協議会）の設置 

・まちづくり協議会等との連携 
・各地区団体相互の広域的連携・情報交流会の開催 
・景観まちづくり活動の情報交流サイトの設置 

４
）
推
進
体
制
づ
く
り 

庁内体制の整

備 

・景観担当者の設置 

・行政調整会議の設置 

・景観行政を担当する組織の設置 
・関係部局相互の連絡調整の場（（仮称）景観行政調整会議）の設置
・職員研修等による意識向上 
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・基本方針に基づく風景づくりの施策の体系 
基本 

目標 
全市的基本方針 規制・誘導策 普及・啓発・支援事業 景観形成事業 推進体制づくり 

鈴鹿山系と里山の緑の風景を保全・

活用する 

●景観計画の策定等、景観法の活用 

・建築物･工作物･開発に対する行為の  

制限（緑化率制限、形態･意匠 等）

●自然公園法、森林法による開発や建築

物等の規制・誘導 

●風致地区の見直し・指定 

●里山保全活動の充実 

●「にぎわい里山づくり団体支援交付金」

の充実 

●里山保全活動を行って

いるNPO法人等の景観

整備機構への指定 

琵琶湖と河川・溜池等の水辺の風景

を保全・活用する 

●景観計画の策定等、景観法の活用 

・建築物･工作物･開発に対する行為の 

制限（壁面後退制限、形態･意匠 等）

●自然公園法による開発や建築物等の規 

制・誘導 

●里湖保全活動の充実 

●河川、溜池等の

整備事業に伴う

景観整備 

●里湖保全活動を行って

いるNPO法人等の景観

整備機構への指定 

湖東平野のひろがりのある田園風景

を保全する 

●景観法の活用 

・景観農業振興地域整備計画の策定 等

●農振法、農地法による農地の保全誘導

●グリーンツーリズム等の活用支援 

●（仮称）「世代をつなぐ農村･農地まる

ごと保全･活用検討委員会」の創設支援

鈴
鹿
山
系
か
ら
琵
琶
湖
に
つ
な
が
る
水
と
緑
の
風
景
を
大
切
に
す
る 

広域的な視点で湖国の風景を保全す

る 

●ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例

との連携 

●景観法の活用 

・景観形成重点地域の指定 等 

●屋外広告物条例の制定・活用 

●河川、道路、鉄

道等の整備事業

に伴う景観整備

●耕作放棄田等の活用を

行っているNPO法人等

の景観整備機構への指

定 

東近江の歴史と文化を伝える景観資

源を継承し、活用する 

●景観法の活用 

・景観重要建造物の指定 

・景観重要樹木の指定 

●文化財保護法の活用 

・重要伝統的建造物群保存地区の指定 

・重要文化的景観の選定 

・指定・登録文化財の活用 

●県･市条例による保護樹林･樹木の指定

●ヘリテージマネージャーの派遣 

●伝統的家屋形態の継承・普及プロジェクト

●歴史・文化的建造物の保存活動団体へ

の支援 

●小中学校における地域文化の普及・継 

承 

●地域体験型学習の充実 

●歴史的建造物等の保

全・活用を行っている

NPO 法人等の景観整備

機構への指定 

自然と調和した伝統的な農山村集落

の景観を保全・創出する 

●景観計画の策定等、景観法の活用 

・市民による景観計画の提案 

・景観重点地区の指定 

・建築物･工作物･開発に対する行為の 

制限（緑化率制限、形態･意匠 等） 

●ワークショップ等による景観資源の発

掘・活用 

・(仮称)「我がまち魅力発見」プロジェクト 

●(仮称)「風景づくりモデル事業」制度の創設

●景観アドバイザーの派遣 

●伝統的家屋形態の継承・普及プロジェクト

●グリーンツーリズム等の活用支援 

●（仮称）「世代をつなぐ農村･農地まる

ごと保全･活用検討委員会」の創設支援

●小中学校における地域文化の普及・継承

●地域体験型学習の充実 

●公共サイン整備

の景観配慮 

●電柱、電線の地

中化の促進 

●耕作放棄田等の活用を

行っているNPO法人等

の景観整備機構への指

定 

●建築家や施工業者等の

連携組織の設立 

悠
久
の
歴
史
と
文
化
の
薫
る
風
景
を
未
来
に
引
き
継
ぐ 

地域の歴史と文化を活かした新たな

風景を創出する 

●ワークショップ等による景観資源の発

掘・活用 

・(仮称)「我がまち魅力発見」プロジェクト 

●ホームページの

活用 

●各種普及啓発リ

ーフレットの作

成、配布 

●景観シンポジュ

ームの開催 

●歴史・文化資源

の発見・調査・

評価 

●建築家や施工業者社等

の連携組織の設立 

-
 6
5
 -
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基本 

目標 
全市的基本方針 規制・誘導策 普及・啓発・支援事業 景観形成事業 推進体制づくり 

風格と活力に満ちた魅力的な都市景

観を創造する 

●景観法の活用 

・景観重要公共施設の指定 

●地区計画等、都市計画法の活用 

●建築協定の活用 

●屋外広告物条例の制定・活用 

●伝統的家屋形態の継承・普及プロジェクト

●(仮称)「ふるさと守り隊」等による緑化

推進等のアドプト活動の充実 

●公共施設のデザ

イン誘導 

●夜間景観の創出

●電柱、電線の地

中化の促進 

うるおいと安らぎを感じる快適な街

並景観を創造する 

●地区計画等、都市計画法の活用 

●建築協定の活用 

●屋外広告物条例の制定・活用 

●近隣景観形成協定の継続・活用 

●緑の街づくり補助金制度の充実 

●(仮称)「ふるさと守り隊」等による緑化

推進等のアドプト活動の充実 

●(仮称)東近江花

とみどりいっぱ

いアドプト事業

の導入 

●景観作物の作付

けの継続・充実

●まちづくり協議会等と

の連携 

う
る
お
い
と
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
暮
ら
し
の
風
景
を
創
造
す
る 

新たな市街地開発に際して秩序ある

景観を創造する 

●都市緑地法による緑地保全地域の指定等

●地区計画等、都市計画法の活用 

●建築協定の活用 

●開発許可制度の適切な運用 

●屋外広告物条例の制定・活用 

●区画整理事業等

の市街地開発事

業に伴う景観整

備 

ふるさとの風景に対する愛着と誇り

を醸成する 

●景観計画の策定等、景観法の活用 

・市民による景観計画の提案 

●ワークショップ等による景観資源の発

掘・活用 

・(仮称)「我がまち魅力発見」プロジェクト 

●風景づくり市民団体の認定・支援 

●花と緑の推進賞の継続 

●（仮称）東近江まち並み景観賞等の創設

●小中学校における地域文化の普及・継 

承 

●清掃活動の充実 

●眺望景観を見る

重要視点場の指

定と整備 

●各地区団体相互の広域

的連携・情報交流会の開

催 

●景観まちづくり活動の

情報交流サイトの設置 

市
民
が
共
感
し
、
み
ん
な
で
ふ
る
さ
と
の
風
景
を
育
て
る 

市民・事業者・行政が協働して風景

づくりを推進する 
●風景づくり協定の締結の促進 ●風景づくり協定の締結の促進 

●ホームページの

活用 

●各種普及啓発リ

ーフレットの作

成、配布 

●景観シンポジュ

ームの開催 

●市民、事業者、行政、施

設管理者、景観整備機構

等の協議の場（景観協議

会）の設置 

●まちづくり協議会等と

の連携 

●景観審議会の設置 

 

-
 6
6
 -
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３－２．施策の推進方針 

１）規制・誘導策の充実 

（１）景観法の活用 

景観行政団体となり、景観法に基づく景観計画を新たに策定することにより、景観計画区域

を指定し、建築物・工作物・屋外広告物の形態・意匠・色彩等の規制・誘導を図ります。また

「景観重要建造物」「景観重要樹木」「景観重要公共施設」の指定や「景観農業振興地域整備計

画」の策定など、景観法の積極的な活用を図ります。 

景観計画区域は、本計画の目標、方針を達成するためにも全市を対象に指定し、特に、本市

にとって重要な景観が形成されている地区、形成していくべき地区等に対しては、より積極的

な、建築物・工作物・屋外広告物の周辺環境にふさわしい形態・意匠や色彩等の規制・誘導を

図るため、景観形成重点地域・景観形成重点地区の指定を推進します。 

このほか、本市の特徴である視点場からの眺望景観と田園風景を保全するため、「景観農業振

興地域整備計画」の活用を検討します。また、グリーンツーリズム等の一環として、農山村環

境を保全するための農地保全活動団体の「景観整備機構」への指定を検討します。 

（２）各種法律の適切な運用 

本市では、鈴鹿、琵琶湖国定公園及び湖東県立自然公園などは、広域的な自然環境及び景観

保全ゾーンとして貴重な地域に位置づけられます。また、都市計画法に基づく開発許可制度や

用途地域、地区計画、風致地区の規制は、本市の風景づくりにとって、一定の効果をあげてき

ました。中でも文化財保護法に基づく五個荘金堂地区の重要伝統的建造物群保存地区の指定は、

生活と一体となった街並を保全する施策であり、地区住民のまちづくりに対する誇りの醸成に

も効果をあげています。 

今後、本計画の推進にあたって、鈴鹿山系ゾーンや田園ゾーンにおける自然景観の保全を図

るため、自然公園法による開発行為や建築物の規制・誘導、風致地区、緑地保全地域等の見直

しをはじめ、開発や建築物・工作物・屋外広告物等の規制・誘導策の強化を図ります。また、

郊外の住宅地や伝統的集落の景観を保全するための都市計画法等に基づく「地区計画」制度や

｢緑化協定｣等の積極的活用や景観法による制度を相互に補完しながら、地域の特徴や景観特性

等に応じて各種法律･制度を適切に活用します。 

（３）景観条例の制定 

本市が、景観行政団体となって景観計画を策定し、その計画の実効性を担保するためには、

景観法の委任に関する事項やその運用や手続きに関する事項を条例に定める必要があります。 

また、景観法に定めのない本市独自の景観行政を展開するためには、景観審議会の設置や支

援制度の創設など市独自の施策や仕組みを条例で定めることを検討する必要があります。 

風景づくりの基本理念や目標に基づき、市民が積極的に風景づくりに取り組むことを市民共

通の約束ごととして表明するため景観条例を制定します。 
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２）普及・啓発・支援事業の推進 

（１）市民主体の風景づくりの促進 

市民は、まず、自分たちの地区の良さに気づき「自分たちのまちをより良くしよう」という

機運の醸成からスタートする必要があります。そのため、（仮称）「我がまち魅力の発見」プロ

ジェクト等による地区の景観資源の発掘や地区の問題点の点検等を行う住民参加型のまちづく

り勉強会から始め、順次、景観協議会に移行するなど、風景づくりの実施へと段階的促進を図

ります。 

そのほか、市民・事業者が自ら景観への意識を高め、身近な取組みを展開していくために、

ホームページやリーフレットによる広報・啓発を図ります。また、景観シンポジウム等を開催

し、市民の風景づくりへの関心の向上を図ります。 

また、既に実施されている里山里湖保全活動、河川や琵琶湖等の清掃活動、緑化活動等の景

観ボランティア活動やアドプト活動
 ※

の更なる促進を図ります。 

 ※アドプト活動：市民や事業者が里親となって身近な公共空間を利活用し、地域に良好な環境を作り出す活動。 

（２）支援の仕組みづくり －地区レベルでの取組みの積極的支援－ 

既存の里山保全や緑化推進に関する支援策など、風景づくりに関する市民活動支援策の充実

を図ります。特に、景観形成重点地区等における地区レベルでの風景づくりへの取組みに対し

ては、初動期の活動支援の充実やルールづくり段階における景観アドバイザー派遣等の技術的

支援の充実を図ります。 

また、（仮称）「風景づくりモデル事業」制度を導入し、伝統的「惣村集落」「湖辺集落」「近

江商人集落」や周辺環境等の一定の条件に基づき、候補地区をあげ、地元からのプロポーザル

方式でモデル地区事業を推進します。また、「風景づくり市民団体の認定」制度や「助成制度」

「表彰制度」の充実を図ります。 

一方、河川や沿道景観軸等の整備・保全や地区レベルでの風景づくり団体の情報交流の機会

の提供等、「広域的風景づくり」に対する支援制度についても検討します。 

歴史街道や近江商人集落を含めた伝統的な街並の保存活動にあたっては、ヘリテージマネー

ジャー
  ※

や設計者・施工業者の組織との連携促進を図ります。 

田園・農地を含めた農山村集落の保全活動にあたっては、グリーンツーリズム等、都市住民

との交流による新しい活用事業への支援や農地保全活動を行うＮＰＯ法人等の景観法に基づく

「景観整備機構」への指定による耕作放棄田の活用を図ります。 

※ヘリテージマネージャーとは：歴史文化遺産を活かしたまちづくりを推進するため、歴史文化遺産を発見、再生し、地域活

性化に参画する専門知識を有する人のことをいいます。 
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３）景観形成事業の推進 

（１）公共事業の景観配慮 

道路、河川、公園、緑地の整備や区画整理事業等の市街地開発事業の整備等にあたっては、

本計画に基づき景観配慮を行います。特に重要と考えられる公共施設、公共建築物に対しては、

「景観重要公共施設」、「景観重要建造物」として指定し、その整備方針に基づき、よりきめ細

かな景観形成を行うことで、先導的な景観形成事業を推進します。 

また、河川、公園の整備や街路樹等をはじめとした公共緑化や標識等の公共サインの景観配

慮を図ります。 

 

（２）効果的な景観形成事業の導入 

景観形成重点地区等の地区レベルでの風景づくりを積極的に推進する中で、景観形成事業推

進費、まち並み環境整備事業、まちづくり交付金制度等の国の様々な補助事業を活用し、眺望

景観の視点場の整備や電線、電柱の美化、住宅地及び伝統的農山村集落等の効果的な景観整備

を図ります。また、商業振興や観光にかかる事業と連携を図ることで、より効果的な本市の風

景づくりを推進します。 

 

４）推進体制づくり 

（１）市民主体の組織づくり 

地区レベルでの風景づくりを積極的に推進するため、主体となる市民、事業者の活動の場と

なる連携組織の立ち上げ、啓発への技術的支援に積極的に取り組みます。特に、農地保全活動

を行うＮＰＯ法人等の柔軟な活動促進のため、景観法に基づく「景観整備機構」への指定を検

討すると共に、（仮称）「世代をつなぐ農村・農地まるごと保全・活用検討委員会」等を設立し、

農村・農地の持続可能な保全・活用を図ります。また、重要な歴史・文化的建造物の保存活動

団体への支援や専門家組織の設立も検討します。 

（２）連携の場づくり 

地区レベルでの風景づくりを推進するため、市民、行政、事業者、各種施設管理者、景観整

備機構等の連携を図る協議調整の場として、必要に応じ｢景観協議会｣の設置を検討します。ま

た、これら「景観協議会」等の景観まちづくり団体と各地域のまちづくり協議会や環境保全市

民団体等との関係を密接に活動します。また、市の景観施策に対する諮問・提言機関として有

識者や市民代表等により構成される景観審議会を設置します。さらには、地区レベルの情報交

流を活発にするため、情報交流会の開催やホームページにおける情報交換サイトの設置を検討

します。 

（３）庁内体制の整備 

景観行政団体へ移行後は、制度に基づく建築物等の届出行為が多数生じることから、景観に

関する総合窓口が必要であり、また、各種景観施策を総合的に推進していくための行政組織を

整備します。また、庁内研修等を行い、意識改革・人材育成についても促進します。 
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３－３ 風景づくりの進め方 

風景づくりを推進するためには、市民と行政が風景づくりの目標を共有し、それぞれの役割

を自覚しながら協働で取り組むことが大切です。そして、実施可能なことから始め、一歩ずつ

着実に各種施策を展開して、目指す風景像を実現していきます。 

 
  
 
・施策推進のイメージ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ワークショップ、シンポジウムの開催 

●(仮称)「我がまち魅力発見プロジェクト」 

●景観行政団体への移行 

市民が主体的、自発的に

施策を発展させると共

に、次代へ風景づくりを

継承します。 

●花いっぱい運動、清掃活動 

etc. 

●景観条例、景観計画の制定、施行 

etc 

●景観アドバイザー派遣 

●景観重要建造物・樹木の指定 

●花と緑いっぱいアドプト事業の実施 

●景観協議会の設置 

●(仮称)「風景づくりモデル事業」の創設 

●重要視点場の指定・整備

●広報・普及活動（リーフレット、ホームページ作成） 

●風景づくり協定の締結促進 

etc 

●風景づくり市

民団体の認定

【ステップ３】

市民主体で風景 

づくりに取り組む

支援体制を整え地域単位

の風景づくりを促進する

と共に、景観形成事業に

取り組みます。 

風景づくりの大切さを理解

して身近な活動から始める

と共に、基本的なルールを

つくります。 

【ステップ２】

風景づくりを 

地域に広げる 

【ステップ１】 

風景づくりに 

共感する 

●景観計画の市民提

案（重要地域・地

区の追加指定 等）

●景観農業振興地域整備

計画の策定 

●市独自の屋外広告物条例の

制定 



 

 

 

 

 

 

 

付属資料       
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１）景観計画策定委員会要綱 

東近江市景観計画策定委員会要綱 

平成２０年 ８月 １日 

東近江市告示第２５７号 

 （設置） 

第１条 本市の良好な景観を形成するための景観法（平成 16 年法律第 110 号）第８条に規定する

景観計画（以下「景観計画」という。）等を策定するに当たり、広く意見を取り入れるため、東

近江市景観計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、本市の景観形成の目標や方針等を定め、景観計画及び景観条例の内容につい

て検討する。 
 （組織） 

第３条 委員会は、委員１２人以内及び顧問１人で組織する。 

２ 委員及び顧問（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

  (1) 識見を有する者 

  (2) 市長が必要と認める者 

(3) 公募に応じた者 

 (4) 関係行政機関の職員 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成２２年３月３１日までとする。ただし、委員が 欠け

た場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、

又は資料の提供を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２０年８月１日から施行する。 

（会議の招集） 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、この告示の施行後初めて開かれる会議は、市長が招集する。 

（失効） 

３ この告示は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。  
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２）景観計画策定委員会等の活動経緯 

 

東近江市景観計画策定委員会開催経緯 

開催回 開催日 議 題 

第１回 平成20年11月14日
オリエンテーション（景観法と景観行政団体、

東近江市の景観の現状）、現地調査 

第２回 平成 21年 1月 22日 
アンケート調査の結果、景観資源と景観特性、 

基本計画の基本理念について 

第３回 平成 21年 3月 27日 
ワークショップの結果、基本理念・基本目標に

ついて、風景づくりの課題について 

第４回 平成 21年 5月 29日 
基本理念・基本目標・課題について、風景づく

りの基本方針について 

第５回 平成 21年 7月 31日 
風景づくりの基本方針について、景観形成重点

地区、風景づくりの推進方策について 

第６回 平成 21年 9月 25日 
風景づくり基本計画案について 

 

第７回 平成21年12月18日
景観計画案、風景づくり条例案について 

 

第８回 平成 22年 2月 26日 
景観計画案、風景づくり条例案について、 

今後の進め方について 

 

 

風景づくりワークショップ開催経緯 

開催日 開催日 内 容 

第１回 平成 21年 2月 7日 ｢あなたの原風景は…｣ 

第２回 平成 21年 2月 21日 ｢風景・景観の課題を抽出しよう｣ 

第３回 平成 21年 3月７日 ｢どうすればいい？東近江の風景づくり｣ 
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３）景観計画策定委員名簿 

 

東近江市景観計画策定委員会委員名簿 

役職 氏  名 所     属 

顧 問 山﨑 一眞 
滋賀大学教授 

東近江市都市計画マスタープラン策定委員長 

委員長 谷口 浩志  びわこ学院大学教授 

委 員 福山 聖子 画家、滋賀県景観審議会委員 

副委員長 澤田 弘行 環境フォーラム湖東副代表、写真愛好家 

委 員 池田 喜久子 （有）池田牧場 

委 員 大塚 活美 
郷土史家、京都府立総合資料館 

「東近江市百科」編集委員 

委 員 村山 光 村山工務店 

委 員 大谷 洋史 写真愛好家、八日市フォトクラブ代表 

委 員 西村 操 東近江市地域学事業調査員（お魚調査隊） 

委 員 大角 万智 東近江市観光協会 

委 員 藤居 繁 建築士、藤居設計事務所 

委 員 西川 実佐子 
（特活）ひとまち政策研究所理事長 

びわこ学院大学非常勤講師 

委 員 堀井 孝郎 東近江土木事務所長 
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４）都市計画審議会諮問・答申 

 

 

 

 

東 都 整 第 ３ ４ 号 
平成２２年５月２７日 

 
東近江市都市計画審議会長 様 
 

東近江市長 西澤久夫  
 
 
    東近江市風景づくり基本計画の策定及び東近江市風景づくり条例の 

制定について 
 
 
 東近江市の風景づくりを総合的、計画的に推進するため、東近江市風景づくり基本

計画の策定及び東近江市風景づくり条例の制定について、東近江市都市計画審議会条

例（平成１７年条例第２０３号）第２条第２号の規定に基づき諮問します。 
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東 都 計 審 第 ２ 号 
平成２２年５月３１日 

 
東近江市長 西澤 久夫 様 
 

 東近江市都市計画審議会 
会 長  山﨑 一眞  

 
 
    東近江市風景づくり基本計画の策定及び東近江市風景づくり条例の制定に 

ついて（答申） 
 
 平成２２年５月２７日付け、東都整第３４号で諮問された「東近江市風景づくり基本計画

の策定及び東近江市風景づくり条例の制定について」は、当審議会で慎重に審議した結果、

原案を適当と認めます。 
 なお、東近江市の風景づくりの総合的・計画的な推進のため、下記事項に留意されるよう

要望します。 
 

記 
 
１ 東近江市風景づくり基本計画で示されている基本理念を、市民・事業者・行政が共有さ

れるよう周知するとともに、協働による風景づくりの推進に努められたい。 
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